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１．要 旨 

東大和市都市マスタープランは、都市計画法第１８条の２第 1 項の規定に基づく市町村の

都市計画に関する基本的な方針であり、現行計画の目標年次である令和６年度を迎える中、

令和４年度から改定作業に取り組んできた。 

令和７年２月１０日（月）に開催した令和６年度第３回東大和市都市計画審議会において、

都市マスタープランの改定について諮問し、原案どおり承認する旨の答申を得たことから、

報告するものである。 
 

（１）主な内容 

   序 章 都市マスタープランについて 

   第１章 現状と課題 

   第２章 全体構想 

   第３章 地域別構想 

   第４章 実現に向けて 

 

（２）影響及び効果 

本計画に基づく取組を実行することで、都市の価値を高め、魅力的な都市づくりを進め

ることができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

・令和６年11月29日（金）令和６年第４回市議会定例会 議員全員協議会にて説明 

・令和６年12月 ６日（金）から令和７年１月６日（月）までパブリックコメントを実施 

・令和７年 １月21日（火）第５回東大和市都市マスタープラン改定懇談会にて意見聴取 

・令和７年 ２月10日（月）令和６年度第３回東大和市都市計画審議会にて諮問・答申 

 ３．留意事項（問題点等） 

本計画の公表は市公式ホームページへの電子データの掲載等により行う。なお、印刷製本

は令和７年度予算にて対応する。 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、速やかに市長決裁により改定事務を進めたい。改定後は、市議会議員への情

報提供及び市公式ホームページへの電子データの掲載を行いたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


